
【 体調不良時のフローチャート 】

※１学校感染症等における欠席届 ※２健康セルフチェックシートは

ホームページの保健管理センターからダウンロードできます

解熱後２日を経過し、かつ症状が消失するまでは登校禁止

体調不良（主な症状）

発熱、咳、喉痛、頭痛、倦怠感、下痢、味・においを感じない、息苦しさがあるなど

■かかりつけ医がいる場合
電話で相談後受診する

■かかりつけ医がない場合
◇熊本県発熱患者専用ダイヤル

【 0570-096-567 】
◇福岡県新型コロナウイルス感染症
一般相談窓口

【 092-643-3288 】
に電話し紹介された病院を受診する

診察後、新型コロナウイルス
検査が必要と診断

陽性陰性

保健管理センターに連絡する

受診した医療機関に、※１学校感染症等における欠席届
を記載してもらい、教務課に提出する

保健所の指示に従う

診察後、新型コロナウイルス
検査不要と診断

主治医の指示に従う

発症から7日間は
自宅待機
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※ 病院を受診しない場合は保健管理センター【0968-75-1806】に連絡する

※１学校感染症等における
欠席届に記載された期間を
過ぎる場合

受診せず経過をみる場合

※２健康セルフチェックシートを記録し、
保健管理センターで確認後、教務課に提出する

保健管理センターに連絡がない場合は、
公認欠席の手続きはできません

★ただし症状が回復しない場合は医療機関を受診する


